
第65号
2023.10.1
発行

社協だより 65号　目次

P1	 赤い羽根共同募金運動	 P2	 会長挨拶・理事、監事、評議員

P3	 社協会費のお礼・フードパントリー	 P4	 夏休みふれあい交流会

P5	 夕涼み会	 P6	 実習を終えて

P7	 今日から使える介護技術	 P8	 法律相談・障がい者福祉講座

今年も10月1日から全国的に赤い羽根共同募金運動が始まります。

この活動には、赤い羽根共同募金が使われています

　行政協力員・地域の皆様をはじめ、多くの方々のご理解とご協力をいただきまし

て、この運動に取り組んで参ます。

　皆様、ご協力をいただきますようお願いいたします。

ふれあいサロン まちづくり座談会

夏休みボランティア
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会長就任あいさつ

任期：令和３年６月 16日～４年以内に終了する

会計年度の最終の定時評議員会の終結の時まで

評議員
氏　名 選出区分

木
キ ハ ラ

原　荘
ショウジ

二 副町長

児
コ ジ マ

島　秀
ヒデユキ

之 教育長

吉
ヨ シ ダ

田　茂
シ ゲ オ

生 産業厚生委員長

木
キ グ チ

口壽
ジ ュ タ ロ ウ

太郎 行政協力員代表

増
マ ス ダ

田　智
トモヒコ

彦 〃

土
ド イ

居　尚
ナオユキ

行 〃

福
フ ク ダ

田　　久
ヒサシ 〃

新
ニ ッ タ

田　光
ミツトシ

寿 福祉施設

山
ヤマグチ

口　憲
ノリアキ

昭 民生児童委員代表

新
アラタニ

谷　純
ジュンイチ

一 〃

山
ヤマモト

本　信
ノ ブ エ

江 〃

内
ウ チ ダ

田　留
ル ミ

美 〃

松
マツオカ

岡　　恵
メグミ

町母子寡婦福祉会代表

松
マツモト

本　明
ア キ コ

子 愛南ふれあいサロン連絡会

中
ナカガワ

川　菊
キ ク コ

子 保健福祉課長

任期：令和５年６月 28日～２年以内に終了する会計年度

の最終の定時評議員会の終結の時まで

理事・監事
氏　名 役職 選出区分

清
シ ミ ズ

水　雅
マサフミ

文 理事 行政関係者

佐
サ サ キ

々木史
フミヒト

仁 理事 知識経験者

齊
サイトウ

藤　弘
ヒロフミ

文 理事 民生児童委員

上
ウ エ ダ

田　隆
タカミツ

光 理事 地域福祉関係者

山
ヤ マ ダ

田　　功
イサオ

理事 地域福祉関係者

森
モリオカ

岡眞
マ ユ ミ

由美 理事 地域福祉関係者

那
ナ ス

須　英
エ イ ジ

治 理事 知識経験者

松
マツオカ

岡　憲
ケ ン ジ

二 監事 財政諸表を監査し得る者

藤
フ ジ タ

田　勝
カツナオ

直 監事 社会福祉事業について学識
経験を有する者

愛南町社会福祉協議会

会長　那須　英治

　皆様には、社協会費や「赤い羽根共同募金」等、社会福祉協議会の活動に対しまして、温

かいご理解とご協力を頂き厚く御礼申し上げます。

　このたび、６月２８日に開催されました理事会において、会長に選任され、２期目の任期

に入りました。これまでの経験を生かして、さらに社会福祉事業の充実に努めてまいります。

　近年、少子高齢化の進行や世帯の核家族化・単身化に伴い、地域社会を取り巻く環境は大

きく変化し、住民同士のつながりは希薄化し、地域が抱える生活課題や福祉ニーズ等は複雑・

多様になり、公的サービスだけでは解決できない課題が増えてまいりました。

　こうした状況を踏まえ、愛南町社会福祉協議会の基本理念であります「誰もが住み慣れた

地域で、安心して自分らしく暮らせる福祉のまちづくり」の実現を目指し、地域福祉を推進

する中核的な団体として、その使命を果たせるよう、役職員一丸となって取り組んでまいり

ます。

　皆様方のより一層のご協力とご支援を賜りますようお願い申し上げます。　
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フードパントリー開催予定
　「フードパントリー」は、個人の方からご寄付頂いた食料品を、生活に困っている家庭

や支援団体など、多くの皆さんと分け合う取り組みです。「食」を通じた助け合いや、

食品ロス削減に参加してみませんか。

　またフードバンクへのご寄付にご協力いただける事業所も募集しています。

　お問い合わせ：地域福祉係　0895-73-7776

日　　　　　時 9：30 ～ 11：00 13：30 ～ 15：00

10 月 11 日（水） 正木公民館
（旧正木保育所） 平城公民館

11 月 8 日（水） 西浦公民館 久良公民館

12 月 13 日（水） 魚神山公民館
（魚神山老人福祉センター） 中浦公民館

１ 月 10 日（水） 一本松公民館
（一本松山村開発センター） 東海公民館

令和５年度社協会費納入のお礼

　日頃より社会福祉協議会の活動に対しまして、ご支援ご協力

を賜り、厚くお礼を申し上げます。

　皆様からいただいた会費は、

『愛南ふれあいいきいきサロン事業』
『小地域活性化事業』
『福祉教育推進事業』
『ボランティア活動振興事業』

等、さまざまな福祉活動の大切な財源として

活用させていただきます。

　今後とも、ご支援・ご協力を賜りますよう

お願いいたします。

愛南町社協ご家庭
フジ南宇和店・

ＪＡ南宇和支所

寄付 配付取りまとめ



4

『メニュー』

・たいめし

・アラ汁

・�タイピザロール

・�ひじき

サラダ

・�ひじき

のチョコ

フレーク

ＳＤＧ’ｓシーボーンアート交流会

夏遊び～ P
プレイ

lay w
ウィズ

ith n
ネイチャー

ature ～

　夏休み交流会では、小学生３２人、中高生ボラン

ティア１７人が様々な講座を通じて、愛南町の良さや

魅力を知りながら楽しく交流することで、郷土愛を

育み新たな友達づくりを行いました。講師の皆様に

も、地元の魅力や自然と遊ぶことの楽しさを教えて

頂き、夏休みの思い出がたくさんできました。

愛南ごはん

オリジナル

の作品が

できたよ。

柏遊会のみなさんが川床を作ってく

れ、カレーやそうめんを食べたよ！ス

イカ割りもして、夏を楽しんだよ♪

サロン・うみのみなさんとふれあいサロン体験で作品づ

くりと体操などをしたよ！

海が
キレイ

鳥のさえずりが心地良い

どれもおいしかった

愛南漁協女性部の方

に教えてもらった

よ！

みんなで宿題をしよう！ペーパークイリング作り

浜清掃しな 

 がら材料

あつめ。

うみらいく
の施設
見学も
したよ！

川は楽しく

て、キレイ

で涼しかっ

たよ！

夏休みふれあい交流会×夏休みボランティア体験学習
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　７月 27日（木）深浦地区では、昨年度より地域食堂を

開催し、小地域福祉活動団体「深浦ふれあい会」が立ち上

がりました。深浦ふれあい会が主体となり、手作りのそう

めん流し、炊き込みおにぎり、たこやき、かき氷を準備し

て初めての夕涼み会を開催しました。当日は１５５人の来

場があり、子どもたちはスーパーボールすくいや輪投げも

楽しみました。

　７月 29日（土）栄町集会所にて、第２回栄町夕涼み会

を開催しました。当日は、小地域福祉団体「さかえ」が主

体となり、地域住民ボランティアと、かき氷や輪投げ、く

じ引き、焼きそばを準備し、６２人の来場があり地域住民

を知り、つながりづくりを行いました。また、自主防災組

織の活動として、防災テントの組み立て訓練も行いました。

　８月 21日（月）福浦沖の浜公園にて、区長や組長、

ふれあいサロン「福浦ごきげんクラブ」、福浦地域民生

委員の皆さんが小学校と連携した訪問活動やコミュニ

ティースクールの活動など、地域全体が活動を行っており、

地域活動として夕涼み会を開催しました。当日は１２９人

の来場があり、カレー、やきそば、かき氷、スーパーボー

ルすくい、輪投げをして地域交流を楽しみました。

栄 町夕 涼み 会

深 浦 夕 涼 み 会

福 浦 夕 涼 み 会
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実 習 を 終 え て
　社会福祉士を目指す学生が、６月１４日～８月１日、８月７日～９月８日の

期間で実習を行いました。ご協力いただいた地域の皆様ありがとうございまし

た。

　32 日間の実習を

通して地域に出る機

会が多く、自らの足

で地域に赴き、地域

との関係性を築いて

行くことの大切さを

学ばせていただきま

した。今後は場所を

問わず活躍できる社

会福祉士を目指して

頑張ります。

　約 1 か月間の実習で
は、地元である愛南町の
魅力や地域、住民同士の
繋がりの強さを地域活動
を通して実感することが
出来ました。
　今後は誰からも求めら
れる社会福祉士になれる
よう勉学に励みたいと思
います。
　短い時間でしたが、地
域の方と交流できたこと
をうれしく思います。あ
りがとうございました。
更に愛南町が大好きにな
りました。

　愛南町社協での実

習を通して、人と人

のつながりや地域と

地域のつながりを実

際に感じることがで

きました。短い時間

でしたが、ありがと

うございました。

　1 ヶ月間の実習

で、愛南町の魅力や

社会資源など地域福

祉について多くのこ

とを学ばせていただ

きました。また、地

域住民の方と関わる

ことで住民同士のつ

ながりの強さを実感

しました。1 ヶ月間

ありがとうございま

した。

　皆さんの優しさに支
えられて楽しみなが
ら、実習を終えること
が出来ました。地域と
住民さん１人ひとりが
支え合っていくという
気づきを大学での学び
に持ち帰って、いつか
愛南町の福祉に携われ
るように頑張って勉強
します！
　大好きな地元で実習
が出来て幸せです。あ
りがとうございました。

　実習を通して、地域
住民の方と多く関わ
り、顔の見える関係作
りや、様々な視点で物
事を見ることの大切
さを学びました。ま
た、地元である愛南町
の魅力を再確認する機
会となりました。みな
さんのおかげで約１か
月間、楽しく学ぶこと
が出来ました。本当に
ありがとうございまし
た。愛南町大好きです。

新見公立大学

宮本　涼（高知県土佐清水市出身）

新見公立大学

石島　幹作（北海道札幌市出身）

新見公立大学

川本　和泉（宇和島市
　出身 ）

美作大学

井上　結菜（愛南町
　出身 ）

高知県立大学

菅原　緋奈乃（愛南町
　出身 ）

聖カタリナ大学

吉良　一翔（愛南町
　出身 ）

（岡山県） （岡山県）

（岡山県）（岡山県）

（高知県） （愛媛県）
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床からの立ち上がり編今日から使える介護技術

両手を横について、体重をかけな
がら頭を前に出してもらいます

頭を下向きにしてお尻を上げ、はう
姿勢になり、片膝を立てます。

上体を起こすと、後方にバランスを
崩しやすいので、介助者は後方に
立ちましょう。

＊はう姿勢までは、一部介助と同じ流れです。台は、後ろ
向きになったとき手がつきやすく、頭をぶつけない位置に
置きましょう。

本
人
の
身
体
が
感
覚
を
思
い
出
す

よ
う
に
、
要
所
、
要
所
で
声
を
か

け
な
が
ら
、
動
き
に
合
わ
せ
て
介

助
し
ま
し
ょ
う
。
手
は
、
軽
く
添

え
る
程
度
に
し
、
く
れ
ぐ
れ
も

引
っ
張
り
上
げ
な
い
よ
う
に
し
て

く
だ
さ
い
ね
。

台
を
、
前
や
横
に

置
か
な
い
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
！

台
を
前
に
置
く

と
、
手
が
届
き
ま

せ
ん
。

ま
た
、
横
に
置
く

と
、
台
に
手
を
つ

い
て
も
、
頭
が
前

に
出
に
く
く
、
お

尻
が
上
が
ら
な
い

た
め
、
は
う
姿
勢

に
な
れ
ず
、
立
ち

上
が
り
に
く
く
な

り
ま
す
。

よくない介助

×

１

３

２

４

一部介助の場合

一人で立つ場合 
～台を使って～

よくない台の位置

腰
を
引
っ
張
り
上
げ
な
い
！

状
態
が
不
安
定
に
な
り
、
動
き
が

取
れ
な
く
な
り
ま
す
。

もう片方の脚も立てて、たかばいく
らいになり、床から片手ずつ離して
もらいます。

× ×

◯

手を添える
程度
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この社協だよりは、共同募金配分金を活用しています。

【問い合せ先・参加申し込み先】　

愛南町社会福祉協議会（担当：保村）電話 ０９８５－７３－７７７６ / ＦＡＸ ７４－０５２０

無料法律相談

　　障がい者福祉講座

～障がいのある方が自分らしく安心して暮らしていくために～

成年後見人制度を知ろう

　愛南町社会福祉協議会では、無料で弁護士・司法書士に相談できる相談所を開

設しています。秘密は固く守りますので、お気軽にご相談ください。

※事前予約が必要です。

日　　時 担　当 開 催 場 所

10 月１９日（木）

１４時～１６時

司 法 書 士

愛南町御荘平城 2139 番地

御荘老人福祉センター

11月２０日（月） 弁 護 士

12月２１日（木） 司 法 書 士

１ 月１６日（火） 弁 護 士

　成年後見人制度では、障がい等で一人で決めることに不安のある方が安心して暮
らすことができるように、福祉サービスの手続きや日常生活にかかわる契約、財産
管理等のお手伝いをします。

将来の生活について一緒に考えてみませんか。

【日　時】 令和５年 11月１９日（日）午後１時３０分～

【場　所】 御荘文化センター　２階　大研修室

【講　師】 ◯宇和島地区権利擁護センター「ピット」藤原　雄悟氏

【講　師】 ◯司法書士　増本　園氏

【対象者】 障がい者、障がい児・者の家族、障がい者支援に関心のある方

【定　員】 約６０名

【参加費】 無料

※　参加を希望される方は、１１月１３日（月）までに申し込んでください。

愛南町役場保健福祉課内　愛南町社会福祉協議会　（担当：野平） ☎０８９５－７２－１２１２

相談内容は

債務整理・離婚・相続・近隣トラブル・登記のことなど

法律に関する相談を受け付けております。


